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1　はじめに
　私ども特定非営利活動法人「消費生活相談員

の会さが」は佐賀県内の消費生活相談員を中心

に構成された NPO 法人です。

　平成元年頃から県内の相談員数人で自主勉強

会を開催していましたが、平成 11 年に任意団体

「佐賀県消費生活相談員の会」として規約を整え

徐々に活動の幅を広げてきました。

　平成 15 年度になって県から「県内自治体の消

費生活相談窓口の拡充のために NPO 法人となっ

て自治体の相談業務を受託してはどうか。」との

お話がありました。当時県内いくつかの市町に

は消費生活相談員が配置されていましたが、ア

ルバイトの待遇で、複数の町の相談窓口を兼務

しても社会保険の加入ができませんでした。ま

た県消費生活センターの相談員は嘱託職員とし

て 3 年という厳しい雇止めがあり長く勤務がで

きず、相談員が育たない状況でした。

　私たち相談員で話し合いを重ね平成15年10月 

1 日に「特定非営利活動法人　消費生活相談員の

会さが」が誕生しました。

　昨年令和 5 年に設立 20 周年を迎え、現在は消

費生活相談員（国家資格）、消費生活専門相談

員、消費生活アドバイザーの資格保有者、消費

生活相談員経験者等約 50 名の会員が活動してい

ます。

2　当会の活動
（1） 消費生活相談業務
　当会のメインの事業は消費生活相談業務です。

佐賀県内 10 市 10 町のうち 1 市を除く 9 市 10 町

と県消費生活センターの相談業務を受託して会

員が相談業務にあたっています。

　平成 16 年度に県消費生活センターや市町の消

費生活センター、相談窓口の業務受託を始めま

したが、平成 18 年度に佐賀県内すべての自治体

に消費生活相談員が配置されました。現在は全

国どの自治体にも消費生活相談窓口があります

が当時は全国で初めてでした。県内ほとんどの

相談窓口業務を当会が担うことにより、新人相

談員を育てることができ質の高い相談処理がで

きていると思っています。

（2） 消費者教育・啓発活動
　会員は消費者教育出前講座にも積極的に取り

組んでいます。令和 4 年の成年年齢引き下げに

よる若者の消費者被害防止のために若者目線で

の啓発を進めようと大学生等を対象にした「学

生消費者教育推進リーダー養成講座」に取り組

んでいます。

　また老人クラブ会員を対象にした講座では

DVD を利用したり寸劇を取り入れたり楽しいも

のになるように心がけています。
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（3） 冊子・パンフレットの作成
　消費者トラブルの最新の情報を取り入れた冊

子やパンフレットを作成して啓発活動に活用し

ています。また佐賀県金融広報委員会が毎年作

成している「いきいき暮らしのカレンダー」の

原稿を担当し好評を得ています。

（4） 公開講座の開催
　一般消費者を対象に各種公開講座を行ってい

ます。令和 3 年度から令和 5 年度までは佐賀市の

助成を受け「フェアトレード」「食品廃棄物」「海

洋汚染」などの環境問題を扱った映画の上映会

を行いました。初めての取り組みでしたが関心

を持っていただけ、環境問題に取り組む佐賀大

学の学生サークルとの交流もできました。

（5） 消費生活相談員の養成
　消費生活相談員の担い手が全国的に不足して

いますが、私どもも長年、相談員の養成に取り組 

んできました。最近は県の助成金を使って「消費

生活相談員資格取得支援講座」を開催し毎年資

格取得者を出しています。

（6） 行政への協力
　消費者が安全安心な生活を送れるよう行政機

関と協働して活動しています。

　県の消費生活審議会をはじめ、県薬事審議会

など各種審議会や審査会の消費者委員を会員が

務めています。県内自治体からの委員就任依頼

も増えています。

高齢者用・若者用パンフレット

海洋汚染問題の上映会　
　「プラスチックの海」ポスター

いきいき暮らしのカレンダー
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（7） くらしに役立つ消費生活講座
　公開講座の中で「暮らしに役立つ消費生活講

座」は当会が任意団体の時からテーマを変えな

がら県内各地で継続的に開催しています。

　テーマは「消費生活相談員養成講座」「終活」 

「表示の問題」「生活設計」などで各種助成金を

いただいて実施してきました。

　平成 29 年度からは「ゆうちょ財団」の助成金

を活用させていただいています。平成 29 年度は　

生活経済ジャーナリストのいちのせかつみ先生

をお招きして「備えて安心終活セミナー」のテー

マで笑いが絶えない講座を神埼市と嬉野市で開

催しました。

　平成 30 年度は江北町、令和元年度はみやき町

と有田町で「豊かな老後を送るためのお金の使

い方」を弁護士の江越正嘉先生にお話しいただ

きました。江越先生は社会福祉士として高齢者

福祉、医療福祉の現場に携わった経験をお持ち

で、成年後見人としても活動されています。ま

た先生はオペラ歌手としても活躍されていて講

座の初めに 1 曲ご披露いただきました。

　令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の拡

大のため残念ながら開催を見送りました。

　令和 3 年度は基山町と玄海町、令和 4 年度は

大町町と上峰町、令和 5 年度は太良町で「ネッ

ト社会の基本のき」のテーマで開催しました。

　高齢者もスマホで様々な契約をする時代にな

り、ネットは生活に欠かせないものになってい

ます。一方、ネット通販や SNS による詐欺の相

談が多数寄せられています。便利さに伴う危険

性や仕組みがわからないまま使っている方も多

く、トラブルに巻き込まれています。

　講師は IT サポートさが理事長の陣内誠先生で

す。「特定非営利活動法人 IT サポートさが」は 

インターネットを利用するすべての人を対象に、

正しく ICT（情報通信技術）を活用して社会をよ

り良くしていこうとする事業を行っている団体

で、だれもが安心してインターネットを利活用

できる社会作りに寄与することを目的として、

相談業務、啓発教材の作成等の活動をなさって

います。

　講座の後のアンケートには「最近スマホに変

えたばかりだったので勉強になった」「いろいろ

な詐欺があること知り、今以上に注意する必要

性を感じた」「身近な事例がわかりやすかった」

「備えて安心終活セミナー」
いちのせかつみ先生

「豊かな老後を送るためのお金の使い方」
江越正嘉先生
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「わかりやすく面白かった」「今後もこのような

研修会を開催してほしい」などのご意見をいた

だきました。

　令和 6 年度は秋に吉野ヶ里町で同様のテーマ

での開催を予定しています。

　これで県内10市10町すべての自治体で「くら

しに役立つ消費生活講座」を開催済みとなりま

す。開催にあたって自治体の担当職員、民生委

員会、福祉関連部門、公民館職員の方々と打ち

合わせを通じて連携を深めることができます。

　今後も当会は消費者問題の専門家集団として、

消費者が安全安心に暮らせる社会づくりに力を

尽くしていきたいと思っております。

「ネット社会の基本のき」　陣内　誠先生

73 季刊　個人金融　2024 夏


